
中央防災会議の委員就任、
日本医師会の 「指定公共機関」

の指定

2016年 1月25日

被災者健康支援連絡協議会

公益社団法人 日 本医師会

・災害対策基本法上の「指定公共機関」の指定
・中央防災会議、「防災対策実行会議」、WGへ の参画
・台風18号による大雨被害(関東口東北豪雨)

一 日本医師会の対応
一茨城県医師会,歯科医師会コ案剤師会,看護協会コJRAT・日赤の対応

<参 考>前 回協議会(2013年0月2日)以降の主な取組
一

J M A T  E の 派 遣

― 災害医療ヨーディネート研修の共催
― 「南海トラフ大震災を想定した衛星利用実証実験」(防災訓練)
― マスギャザリングメディシンに関する研修会の開催
一 インシデントコマンドシステムの普及
一 門MAT
一 原子力災害対策
一 日医総研の活動
一 陸自東北方面隊震災対処訓練「みちのくアラート2014」、海上自衛隊呉基地

おおすみ型輸送艦「くにさき」、内閣府平成26年 度民間船舶を活用した医療
機能の実証訓練(はくおう)の視察、参画

一 委員会活動、都道府県医師会担当理事連絡協議会の開催
― 津波災害 避難確保計画の手引き作成(国交省)、ひな形作成
一 予算要望
中 防災推進国民会議への参画



・平成26年 8月 1日 、内閣府より、日本医師会は、災

害対策基本法上の「指定公共機関」の指定を受けた。

一特に、東日本大震災での」MAT活 動が評価された。

一都道府県医師会は、すでに「指定地方公共機関」とし
て、防災行政に参画している。

一指定公共機関の義務
・中央防災会議の協力
要請口才旨示への対応

・防災業務計画の作成(別添JMAT要綱)
・災害への体制づくり
・防災訓練の実施(兼JAXAとの衛星利用実証実験)
・災害発生時の応急
対策、復旧活動
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対策本部

平常時の担当分野に拘束されない。一つの課、一人の職員が複数部門に関わるケースもある。

本部員:日本医師会常任理事 現場指揮者(インシデントコマンダー)

災害対策本部

会館機能の維持

義援金募集配賦

役職員安否確認、
害J当て

広報ヨ情報

国内外からの

支援対応

被災者健康支援連
絡協議会の運営

JMAT

派遣調整
情報提供・共有

国・閉係機関等
との析衝

政府予算・特別
立法・税制など

の財政支援策の

要望
(全体、個別案件)

医薬品・

物資確保、
搬送

被災地支援(保健
衛生、仮設診療
所、感染症・救急

蘇生法・高齢者・

対応等啓発資料

災害処理・復興事業への関

与(原発事故への損害賠償、

医療機関を含む街づくり、新
法・制度改正への対応

(全体、個別案件)

地元医療機関への
引継ぎ(JMAT、仮

設診療所等)

災害研究コ記録
アーカイブ



関係記者会見
・「災害時の医療対策は、発生直後の超急性期だけでなく、発

生前の準備段階、DMAT到 着前の地元だけで対応しなけれ
ばならない段階、急性期以降の中長期の段階、医療の復興段
階など各段階に渡って重要と捉えている」

・「今後、南海トラフ巨大地震や首都直下型地震、東京オリン
ピックロパラリンピックを見据え、都道府県医師会と連携し合い
なが ら、JMAT、 JMAT11の 充実を図 りたい。」

・ 日 医が昨年実施した都道府県医師会を対象にしたアンケート
では、都道府県の防災会議で、「医療に関する議論はあるが
不充分」が28%、「ほとんどなされていない」が36%、「会議の

形骸化のため議論そのものがない」が8%と いう結果を紹介。
「今回の指定を機会として、国、都道府県、市区町村の各レベ

ルで、防災行政における医療の位置づけを高めていきたい」と
意欲を示した。
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・2015年 6月 9日 、安借総理より、横倉義武 日本医

師会長は、「中央防災会議」委員の任命を受けた。
…「被災者健康支援連絡協議会」の代表の立場で。

(2013年4月、当時の防災大臣に要望)

一「東日本大震災を契機として災害医療の重要性が改
めて認識されたので、中央防災会議で災害医療に係
る議論・検討をよリー層深めるため、委員として医療
関係者を任命する必要がある」から(内閣府HPより)。

一防災基本計画の作成とその実施推進、防災に関する
重要事項の審議と意見提出などが役割。

一次の大規模災害に向け、日本医師会としてだけでは

なく、被災者健康支援連絡協議会の参加団体として、
公的な責務を担った。              5



印 基本法施行令の一部を激歴する敵争窯上の隅覇決定tこ静いて

平威27年 5月 19塞

内閣府 餓滋担当〕

5月 二9爵 t火)、 「災書舞策基本法施行令の一部を醒 する政令案」が闇議決定

とオとました。

1 菩 最

串費勝災会議の霧員の定数について1ま、災書対策基本法 (昭和 36年 転響第

223号 移第 1ユ条第 19項 に基づき、災害対策基本法施行令 ぐ昭描ヨ7年敏令第

288号 ,以 下 「令」というな)鶴 3条第 1寝により、25A双 内 除 串粒則第2寝

なれるまでのPs84ま26人 以内)と 定められているとこ尋.

今搬、東霞舞六震策を黎機として災害医療の室帥 めて認識されたとこう、

中失脇投会議で災害医療に係る議論 と検討をよリー層深めるため、中典携災会議の

委員として医療関係者をを命する必要があることから、錠害テサ策基本滋施行令を改

正じ、中衆擁披会議の議員の定数を改める必要がある

2 験 正鞭

寄 幹 巽弥災会議め委員の定数を 「25人 」から r26人 どに改める 〔令鋳3条

第1 寝〉.

8 優 興庁が廃止されるまでの闇、中央麟 会議の委員の定数を f26人 とから

r27人 」と誘み密える規定を整援する (令附員ほ第2寝 )。

防災対策実行会議
・2013年 3月26日、中央防災会議において新たな専

門調査会として設置。
・石井正三常任理事が委員として参画
・当会議は、防災対策推進検討会議最終報告の単な
るフォ田―アップにとどまらず、最終報告等に基づく

各省庁の諸施策の実行を後押しするとともに、防災
対策に係る省庁横断的な課題を議論し、実行に結び
付けるためのもの。

・会議の下に、「水害時の避難B応急対策検討ワーキ
ンググループ」を設置。→ 第2回より参画
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2.

当初、医療・保健口介護関係の委員は、WGに はい
なかった。

しかし、WGの 親会である中央防災会議r防災対策

実行会議」の委員として「水害時においても、医療
施設等の「要配慮者」が入院日入所している施設を
受け持つ立場、それから、救助された要配慮者や
被災者への医療・保健口介護支援をする者の立場
からの視点が非常に重要であるJと主張。

その結果、石井常任理事がWG委 員に就任。

さらに、本年1月9日、茨城県医師会口きぬ医師会・

日赤茨城県支部からのヒアリング、1月19日のWG
に、県医、きぬ医師会病院からのプレゼンが実現

WGの 論点に、医療に関する事項が追加     8

3.

4.

5.

田中淳 東京大学大学院情報学環総合防災情報研究セン
ター長ヨ教授(主査)
関根正人 早稲田大学理工学術院教授(副主査)
石井正三 公益社団法人日本医師会常任理事
宇賀克也 東京大学大学院法学政治学研究科教授
大原美保 国立研究開発法人土木研究所水災害Bリスクマネ
ジメント国際センター主任研究員
片田敏孝 群馬大学大学院広域首都圏防災研究センター長・

教授
国崎信江 危機管理教育研究所危機管理アドバイザー

栗田暢之 認定NPO法人レスキューストックヤード代表理事
阪本真由美 名古屋大学減災連携センター特任准教授
辻村和人 日本放送協会報道局災害口気象センター長
橋本昌茨城県知事
中貝宗治 兵庫県豊岡市長
関係省庁参事官口課長                9



【論点4】被災生活の環境整備と再建早期化について
・避難所における生活環境の確保
・物資支援のあり方に関する普及啓発
白避難生活時の防犯対策
口医療サービスの確保(今回追加)
・災害廃葉物の処理方法の事前想定
白生活再建の早期化のための仕組み日支援

………察難。灘臨(繊災自総器の率gllン…‐町【判

蜘
や空き巣等の窃海が発生じた。

齢魚&対 盤◇簿繭輸

的 の防犯対兼

す避熊生活時の防犯対策を強化するとともに、眺紀爾織
を韻成する万館がおえられないか。

期 葬
t町能な膿り多くの軍P輸 野の選擁サービス範J】協を派
路する必要があるので(まな存ヽ癖ゥ

,DMAr、 DPr『、3n4Al番0液 勘な総蜘 葉すると
なも|こ、多くの再弱構雅に注岳連環所笛弾脇続サ…

越ス窃醍熟t~割り振學で養るよ串、印挿府鯉(ま装苦
医独コーディネー・SP一を犠枢的に満罵すべきでをまな
もヽ力`,

や座搬サーぱス寛鍛穂ぶ査代尊ても親れ目球くほ窮サー

ぜスを提供r書 尋よう、載獄地の鹿瑠高号監や恐報の
診器相鞭荘関す春差競フォヽマットのな罵な縄進す
べき斡れない乃`4

号英書廃棄物の処理方法の事前緩定

軽 饒 鱗 讐
五ビ雛 飽 鹸 鵬 畿 絢

・平成解筆7月に発通した安寵媒船 富医療ヨーディネー

伊により、繊質地郎0多 くfFjttF母分野幹医繍撻研者の
茂動を調驚できたが、憩急瞳期岳滋鮮する躍療チーム
関の幅報共有に勢いては不十分密亜があつた。

い横撫後の縄不足等で病状が機 としたりする鶴器もい尋
ねめ、揺神お|、りAビ リ、熊婦A(料な合め、あるltj心

車離鈴野の医療サービスが必要ときを■走4

1醸数十一ぼス支羅著がま代すると、こ検領で幹掘報が
31き縄がれないおそれがある。

O英督廃真物の処理が大きな負損となつている
。災徳腐飛物の総縄の見込み、紫積場所 =仮置幌の確保

1月9日ヒアリング

場所:きぬ医師会看護専門学校

参加者

一
　

一

茨城県四師会 (医師会、歯科医師
会、薬剤師会、看護協会)

きぬ医師会病院

日赤茨城県支部、古河赤十字病
院、水戸赤十字病院

内閣府政策統情官(防災担当)付
参事官補佐、企画官

厚生労働省救急日周産期医療等対
策室専門官

国主交通省水防企画室課長補佐

国土技術政策総合研究所、建設
技術研究所

茨城県庁、常総市

日本医師会

1月19日プレゼン
・ き ぬ医師会病院

一 水害時の様子と被害コ復旧状況
病院選難にあたつての問題
・ 連 絡手段(個人の携帯に連絡集中)
・ 電 子カルテ使用不可(患者情報不明`患者

リスト作成困難)
, 臥 位でのつり上げ不可(三症者のヘリ搬送

困難)
。 搬 送の依頼先(転院先決定→DMAT、病院

からのボート→自衛隊、陸路→消防口自衛
「'ぢR口DMAT)

, 遺 体搬送
・ 搬 送先日避難先情報の混乱

病院避難を振り返つて
い
居離牌縛禄装駈潔塗。難

・ 災 害初期には刻々と状況が変化するため、
避難に関する指示が変化しても当然と心
得よ。

・ 顔 の見える関係が大切と感じた。

・ 茨 城 県医師会
― 平成27年9月関東・東北豪雨におけ

る」MAT茨城の活動

11



1. 日本医師会の対応

2. 茨城県医師会・歯科医師会口薬剤師
会口看護協会口JRAT口日赤の対応

(茨城県医師会からの説明をもとに)

12

lJ日本医師会の対応(JMAT出 動の要否)               ‐
9月 10日以降、事務局より、被災県医師会(宮城県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県)に電話等により被害状況を聞き取り。
9月11日 (金)
● 13時過ぎ、DMAT関 係者より、茨城県で展開中のDMATが 徹収した後の医療チームの引き継ぎについて懸念している

との連絡あり。
● UMAT派 遣の可能性が浮上してきたため、保険会社担当者を呼び、東日本大震災に限定している」MAT等 の傷害保険

契約を見直し、限定を解除する手続きを実施。
● 宮城県、茨城県、栃木県医師会と医療支援の要否について連絡。(常総市のきぬ医師会病院等の被災、避難。DMAT

の撤収、UMAT茨 城で対応など)
● 実際に被災地外からの受援が必要な場合は、まず関東甲信越"東京ブロック医師会の相互支援協定を適用し、その上

で同協定に基づく医療チームを」MATと して取り扱う方向である旨を説明。
● 翌9月 12日 (土)は日医会館が全館停電のため、日城県、茨城県、栃木県の3県医師会事務局担当者に対し、」MAT

担当課長個人の携帯電話番号、メール7ドレスを伝えた。
9月12日 (土)
● 16時過ぎ、金館停電から復旧した後に、茨城県医師会に状況確認のため連絡。12日 、13日は県内の」MAT5チ ーム

で対応可能であるが、週明け以降は被災地外からの」MAT支 援が必要となってくる可能性があるとのこと。
●関係省庁と調整

9月 14日 (月)
●宮城県、栃木県医師会に確認したところ、医療支援の必要性はないとのこと。
●茨城県医師会に確認したところ、15日 19時に県庁、二次病院、災害医療コーディネータ等が参加する「茨城県医師会

災害復興医療連絡協議会」を緊急に開催し、その中で外部からの医療支援の要否等を検討するとのこと。同協議会で
は、被災したきぬ医師会病院からも報告がなされるとのこと。

9月15日
●茨城県医師会より、県庁、二次病院、災害医療コーディネーター、」MAT茨 城の中心的な人物等が参加する「茨城県医

師会災害復興医療連絡協議会」を緊急に開催した結果、今後は県内の医療資源(茨城JMAT)で 対応していくとのこと。
したがつて、日本医師会から」MATを 派遣することは、現時点ではないということとなった。

9月16日
● 日本医師会としての」MAT派 遣は行わないこととしたが、引き続き、茨城県医師会等と連携を取ることとなつた。
●茨城県医師会に対し、災害時の宿泊協力の協定を締結しているルートインの利用について案内。・
欝総躙 繭 機 徽 軽暑舘郷 薔 儲 習署ぷ亀晏貿解と暑播鋼 辮 麟 !て13



2015年9月

台風18号

による大雨被害

(茨城県医師会
資料より)

(拳廃 18鶴)
八 隅

ゴＸ
輔蝉観

鬼懇Jt章弘 tヽ    午 後3時ごる

年後$韓ごる

年後3時ごれ/1籐牝:【“狩轡押嬢ごろ

海老原次男茨城県医師会常任理事「常ン 芸留陀お::輪粛ちを綜告督督暑轡母登景
澄魯据旨:ゴ鞠4

茨城県災害医療ヨーディネーター

2015年 7月 9日 県知事 より5名 が拝命

1)災害等により大規模な人的被害が発生した場合にお

いて、必要とされる医療が迅速かつ的確に提供でき

る体制の構築をはかる。

2)県全体の医療救護活動の実施に関わる助言および

調整

3)医療機関等の被害状況および医療ニーズの収集、

分析

4)DMAT以外の医療救護チームの受け入れ、派遣、

支援
海老原次男 茨城県医師会常任理事「常総市鬼怒川水害におけるJMAT茨 城の活動報告」より

         15



JMAT茨城の歩み

従来、四師会はそれぞれ別個に県と協定を結び、活動していた。
しかし、被災地において個別の活動では十分な活動はできず。

→チーム編成が不可欠と認識していた。

02012年から茨城県総合防災訓線にJMAT茨城として参加。
毎年、準備会3回。トリアージ講習会1回。

02014年3月7日:茨城県医師会、歯科医師会、案剤師会、
看護協会で「四師会による災害時の医療救護活動に
関する協定」締結。
事前調整のワーキンググループ会議4回。

海老原次男 茨城県医師会常任理事「常総市鬼怒川水害におけるJMAT茨 城の活動報告」より
         16

2015盗再

J M

常総市鬼怒川水害における
AT茨城の活動開始まで

経過

9/1012:50鬼 怒川決壊

木 17:00災 害救助法適応決定

9/11 9:00県 災害医療コーディネーター活動発令

金    日 赤回ジスティックスが避難所情報収集

4師会JMAT茨城活動開始準備開始。

12:20常総市と県からJMAT茨城派遣要請

15:30つくば医療圏災害医療ネットワーク会議

つくば市避難所はつくば市医師会が担当する。

18:00県4師会JMAT茨城打ち合わせ会。

JMAT茨城本部を筑波大学附属病院けやきプラザを借用。

旧石下地区(常総市北部)は日赤3チームが担当し、

旧水海道地区(同市南部)はJMAT茨城5チームが担当する。
海老原次男 茨城県医師会常任理事「常総市鬼怒川水害におけるJMAT茨城の活動報告」より

17



9/128:00本 部に集結。朝ミーティング

土 災 害医療センター、日赤がコーディネート支援。

リハ ビリ(』RAT)、こころの支援チームrDPAT)も参 加 ハ

日赤DMATの情報から、JMAT5チームの分担避難所決定。

医薬品は県と卸組合との協定で準備完了。5-7日分処方。

不足薬は翌日に届けた。院外案局への処方箋も可能。

19:00ミーティング、チーム報告。

・9/138:00-20:00活動。朝タミーティング。

日 避 難者の多い常総市中央は日赤と

栄養士会仰DA―DAT〕、鍼杢亜室も参加。

15:00県 災害医療コーディネーター会議(つくば保健所)

JMAT本部をつくば保健所に移転決定。

県医師会から県内全病院にJMAT茨城への派遣要請

海老原次男 茨城県医師会常任理事「常総市鬼怒川水害におけるJMAT茨城の活動報告」より 18

・9/148:00-21:00統活石渡、ロジ日本医療救援機構。

月 14:00 DMAT活 動の終了が決定。

交通手段など生活支援が必要。
・9/158:00-20:00統 括海老原。回ジ県立中央病院。

火 撤 収検討。県外保健師52名避難所に投入。

日赤がきぬ医師会病院に仮設救護所設置。

茨城県災害復興医療連絡協議会開催(水戸)
・9/168:00口20:00統 括安田。

水 14:00 JMATチーム撤収。
・9/178:00H統 括安田。3チーム活動で終了。

木 13:00 現地対策本部解散。

海老原次男茨城県医師会常任理事「常総市鬼怒川水害における」MAT茨 城の活動報告』より         19



活動内容

①避難所の巡回診療(カルテはJ―SPEED使用)
②避難者ニーズと避難所及び周囲の状況把握

・9/12は30避難所の避難者3433名中115名を診療
・9/13は28避難所の避難者2825名中118名、
・9/14は20避難所の避難者1911名中152名、
・9/15は20避難所の避難者1807名中101名、
・9/16は20避難所の避難者1222名中 33名、を診療した。

(日赤との合計)

海老原次男 茨城県医師会常任理事「常総市鬼怒川水害におけるJMAT茨 城の活動報告」より         20

●

<参 考>

前日協議会 (2013年 9月 2日)
以降の主な取組

JMAT Iの派遣
災害医療ヨーディネート研修の共催
「南海トラフ大震災を想定した衛星利用実証実験」(防災訓練)
マスギャザリングメディシンに関する研修会の開催
インシデントコマンドシステムの普及
原子力災害対策
日医総研の活動
iJMAT
陸自東北方面隊震災対処訓練『みちのくアラート2014」、海上自衛隊呉基地お
おすみ型輸送艦「くにさき」、内閣府平成26年度民間船舶を活用した医療機
能の実証訓練(はくおう)の視察、参画
委員会活動、都道府県医師会担当理事連絡協議会の開催
津波災害 避難確保計画の手引き作成(国交省)、ひな形作成
予算要望
防災推進国民会議への参画 21



JMAT派 遣終了後の中長期医療支援

JMAT正
・災書関連死などの未然防止が、最大の目標。

・特に仮設住宅孤独死、心のケアの必要性等に

充分な配慮。

・医師、及び医師を含むチーム構成。

・JMATの 派遣終了後、医師等の不足、住民
の医療三中ズの高まりや住民の医療へのアク
セス困難の深刻化が起きた地域であつて、外
部からの医療支援が必要な場合。

・被災地の都道府県医師会からの要請が原則。
22

東日本大震災における
JMAT・ JMATIの

派遣状況
・JMAT:1398チ ーム

(～2011年 7月 15日 )
・」MA T工 : 1 3 2 8チーム

(2011年 7月 15日～2015年 11月 30日 )‐

※他に、複数県への派遣が5チーム

岩手県
461チーム

1061チーム



東日本大震策における
ユMAT、 JMATIの 参力田者数

(2015年10月31日現在)

JiMI,ハT軍 全 ‐1体

チーム数 1′ 398 1′ 300 2,698

登
録
者
数

医  師 2′ 145 3ァ 689 5/834

看護職員 1″ フ75 1′ 024 2r フ 99

雰電斉J白市 4 6 1 1ダ 004 1′ 465

事  務 1″ 13 9 1 8 7 1/326

臨床検査技師、
そ の 他

5 3 4 2 2 6 フ60

合  計 6′ 054 6r130 1 2 / 1 8 4

派遣婆 億 中含お

24

東日本大震災におけるJMAT、 JMATIの

参加職種の割合 (2015年10月31日現在)

団医師 □看護職員 園薬剤師 国事務職員 □臨床検査技師、その他

100%

80%

60%

40%

20%

0%

J MATII

(派遣準備中含む)

※派遣準備中含む

」MAT

25



被災地における連携
医療チームのコーディネイトが重要

南海トラフ巨大地震、首都直下地震等の大規模
災害時には、災害急性期から中長期に及ぶ医療
支援が必要。

大規模災害時は、非常に多くの医療チームが被
災地に参集する。そのため、医療チームのコー

ディネイト(派遣調整)が重要。
被災地の医療提供者を代表する都道府県医師

会、郡市区医師会、行政や日赤等の関係者が、
コーディネーターの役割を担う。

災害医療ヨーディネータ…に就任する者への

研修を行うことが重要         26

災害医療コーディネート研修
目 的

都道府県における災害医療コーディネーターの活動に必要な統括・調
整体制の知識の獲得及び当該体制の標準化を目的とする。

主催 `共催
主催:独立行政法人国立病院機構災害医療センター

共催:公益社団法人日本医師会、日本赤十字社

会 場:日本医師会館他

開 催 方 法  ※ 全国を3ブロックに分けて実施。1回につき2日間の講習

受講対象者
一都道府県災害医療コーディネーター(予定者)。①～③の属性が望ま

しい。
① 災害医療、救急医療及びメディカルコントロール体制に関わる医師
② 地域医療に関わる医師(医師会関係者)
③ 日本赤十学社、赤十字病院に関わる医師

一 都道府県職員 27



災害医療コーディネート研修

コ災害医療コーディネート研修の意義
口都道府県災害対策本部の実際
・市町村レベルからみた都道府県災害医
療ヨーディネート

'危機管理と組織マネージメント
ロ災害医療提供と法令

"各機関の災害対応(内閣府、消防庁、
防衛省、警察庁)

・医薬品白医療資機材の供給
“危機管理総論
口行動計画
・救護班とは

日生活支援における災害医療活動

コ情報管理:処理と共有

【グループ討議】

・都道府県レベル災害医療コーディネート
の実際

・組織づくり
白ニーズの把握と対応
田行動計画(ワークショップ)
コ受入と派遣

B都道府県災害医療コーディネートの
現状と課題

【グループワーク】対応計画

【総合演習】

情報の共有
・被災地には、地元関係者とともに、多数の医療チーム・個人、

保健、看護、介護関係者が参集。関係者間での情報共有が
不可欠。

・先発」MATと 後発JMAT、 日本医師会・被災県医師会日JM
AT医 師会の情報共有も重要。

・情報は、時間の経過とともに劣化していくので、瞬時に共有
できる手段が有用。

γ東日本大震災では、インターネットが有効活用され、今後も期
待される。
しかし、被災地では、ネット環境が確保されないおそれもある。

→ 多元的なインターネット手段の確保
→ 宇宙航空研究開発機構(JAXA)との連携

29



015年 度
譲災衛星利用実証実験
防災訓1練】

2015年 7月29日 13時～16時
参加者
一 日 本 医 師 会 、J A X A 、N I C T ほか
―「きずな」送受信アンテナ等設置医師会

(静岡県、二重県、和歌山県、高知県、宮崎県)
一全国の都道府県医師会
主要想定地域 :東海～九州地方
内容●

一 日医Ⅲ都道府県医間での協議 →」MAT派 遣決定
―クラウドで現地の情報を全国で共有

写真は以前の訓練時のもの

日本医師会の将来に備えた災善対策
人工衛星を利用した防災訓l練の実施

31

齢祭
インターネット綬節
・クラウド製覚せ医療情報システム
・WE8会 掛システム

韓

ハイビジョン破像伝送



クラウドによる情報共有

避難所の情報

避難者の性口年
齢、医療口介護
ニーズ、衛生環

境、食事

被災地の情報 被災地の患者情報

クラウド

【参考】将来衛星 :災書通信衛星の検討
災書時のブ回― ドバンド・インター

ネッ ト緩続環境の提供

γ被災地ヘー人でAン ドキャリー可能
な通信設備

γ容易に通信環境を開設

γノぐッテリや自動車電源で長時間芥u用

可能な通信設備

5mttKa帯展開ア芳 ナ

γ無線LAN等 のブロードノミンド・イン
ターネット接続環境を提供可能

さ誰乱 短時間で設置可能
コ衛星を自動で捕提
・バッチリや軍載電源で

運用可能な低消費電力

災害対策拠点

子1離嶋瀧隅

安否情報サーバ

JAXA説 明資料より 33



Mass Cathering Medicine
・Mass Cathettng:共 通した目的で、1′000名 以上
の方が同一時間、同一地域に集合するもの。

・祭 り、催 し物、音楽コンサー ト、野球、サッカー

等のスポーツイベン トや花火大会等において、天
候、試合に興奮する群集心理、パ三ック、暴動、
建物の崩壊、アロリズム等が因子となつて起こる
集団災害

。一里災害が起これば人々が密集しているため、パ
三ックイ犬態も加わり、多くの死傷者を出すことに
なる。

・Mass gathettngに おける集団災書は、事前の周
到な災書医療計画に基づく準備が必要となる。

「集団災害時における一般医の役割 ～ Mass-9atheAng medにine～」(山本保博 監修へるす出版)参 照   34

ボストンマラソン爆発事件

Runners approach
from lh8 w弱|
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wenlばr about lo
seconds latじR

2013年4月15日14時45分頃
フィニッシュ地点付近で、爆弾テロが発生。
・圧力鍋による爆弾(釘や金属片入り)
・死亡者:5名
。爆弾による死亡:一般人3人
・マサチューセッツエ科大学付近で射
殺:警官1人
・銃撃戦による死亡:容疑者1人

・負傷者:299名
・爆弾による負傷:一般人282人
・銃撃戦による負傷:警察46人
・銃撃戦による負傷:容疑者1人F,rst explostOn occulred

abouに3,何 On the roAh

sido oF eoylstOA Street:

fuSt befOtt the brdtt thal
rnarks the inish‖ne

弁| !本`■サ' ' i ! ■  ホ′ィl r   ナ  ユ

htp:〃matOme navenjp/odai/2136609700475968101/2136609730

576037003



日本医師会Mass Gathering Medicineに

関する研修会

・2013年 10月26日(土)開催
02020年 東京オリンピック ・パラリンピックも見
据えた日本医師会の災書対策の一環
―外国人客も多数来日
―インシデントコマンドシステム

・テロ・事故 ・感染症パンデミック等の危機管理
・プログラム

ー講演 :ボス トンマラソン爆弾テロ事件への対応
・Paul Gre99 Greenou9h(八 ―バー ド公衆衛生大学院)

一日本におけるMass Cathering Medicine京 寸策
・川崎 朗 陸イ平補
・坂本 哲也 帝京大学医学部主任教授
・永日 高志 九州1大学大学院助教
・指定発言 日野原友住子 消防庁救急企画窒救急専門富

―パネルディスカッション
36

日本医師会 Mass Gathedng MedicinQに 関する研修会

まとめ

Mass gathedngにおいて予測可能な傷病者に
ついてtま医療支援体制が整備されつつある

Mass gathedngのリスクに応じた医療支援体
制をイベント開催の必須条件とすべきである
Mass gatheHngにおいて予測不能な傷病者に
ついての災害医療体制tま不十分である

現場医療スタッフ、搬送体制、受入病院の準
備などを災害医療の視点で見直す必要があ
る

帝
泉
大
学
主
任
教
授
講
演
資
料
よ
り



緊急時総合調整システムInddent Command

Systerrl(ICS)基本ガイドブックの制作
あなたが今手にされているこの本は、lCSを平易に、特

にこれまでlcsを採用したことがない読者にも分かりやす
く解説しようとするものです。iCSとは何か、どのように機

能し、具体的に何をするのかを明快に説明し、実際の
ケーススタディを紹介しながら、オリンピックのような大規
模イベントでの緊急事態対応計画の立案など、様々な
テーマが議論されています。アメリカと日本の危機管理専
門家によつて執筆された本書は、日米の知見が融合され
た、稀に見る著書と言えるでしょう。

元米国連邦危機管理庁(FEMA)長官 ジェームズロリーロウィット
(序文より)

iCSは、医療関係者だけではなく、社会の安全を司る行政

機関、各組織、地域のリーダーならびに担当者たちがぜ
ひとも知っておくべき事柄です。安全を担うリーダーならび
に担当者たちは、1尋来起こるであろう災害について、lCS

の考え方を基本にしつつ、地域や組織の特性にも配慮し、
各々にフィットしたかたちで緊急時の災害計画を策定し、
災害発生時には遅滞なく対応することが期待されていま
す。

公益社団法人 日本医師会会長 横倉義武(刊行に寄せてより)

なぜ米国でiCSが生まれたのか?
・ 1970年代カリフォルエア州で多発した大規模森林火災の失敗から開発

・目標が不明確
・一度に多くの人が、一人の監督者に報告するので処理しきれない
。関係機関(消防・警察H救急・軍・その他、市口群日州レベル)が

それぞれ異なった組織構造になっており、組織的な対応が困難
・通信装置や通信手順が統一化されていない
・指揮命令系統が不明確
・関係機関が使用する用語が統一化されていない



●

●

iCSのコンセプト
小規模なものから大規模なものまで、緊急事態の大小や
種類を問わず使用できる柔軟性のあるシステム。

日常的な事故から大規模な災害まで、あらゆる緊急事態
対応に使用できること。|

全国から駆けつけてくる多種多様な機関の関係者が、す
みやかに協力できるよう共通の組織構造になつているこ
と。

費用対効果、安全対策。

開発当初は山火事対応に設計、その後有効性が認めら
れ、刑事事件や危険物事故、地震、台風、津波、流行性
感染病、そしてチロ災害まで、あらゆる種類の緊急時対
応に活用される。

lCSは米国の危機管理標準として公式に定められ、全て
の緊急事態の現場にて用いられる。

40

of autho

●

　

　

　

●

権限の明確化 (責任の範囲の明確化)

権限委譲が必要なとき
一災害がインシデントコマンダーの権限を超えた場合
一法律や制度で必要な場合
一複雑な災害の場合

※行政トップ、首長から権限委譲を受けた場合であつ
ても、責任は行政トップ、首長が負う。

41



一人の指揮官が指揮する部下の数は5名まで(3～7名)
指示、命令は一人の上司からしか受けない

】L/AR童コミュ手ケーシヨンは柔軟に。指示、命令は公式コミュニ

ケーションのみ
災害の規模や期間に応じて部門を柔軟に拡張が可能である。

42

役割分担

〃
Boss〃(Comnnand):指 揮 ボ ス

〃
Doers〃(OperaUOns):実 行 や る人

〃
Thinkers″(Piannin9):企 画 考 える人
〃
Getters〃(Logisucs):包 括支援 集 めてく

る人
〃
Payers〃(Finance and Administration)

:財務 ・総務 払 う人
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3.指揮統制 2つの原則

・指揮一元化 Unity of Cornmand

報告する上司は一名だけ、仕事の割り当てを受けるのも

その上司からだけ、という原貝J。  |

・統合指揮 Untted Command

様々な管轄・機関からの現場指揮者inddent

Commander

達に一貫性を持たせる、単一の指揮命令系統で任務を遂
行させるための概念。

水平統合

垂直統合

統合指揮 UnMed command

指揮―元化 UnRy of cornmand
44

指揮調整の改善
・組織の見直し

・ 上 司は一人 (いつ、いかなる時も。上司の上

司の指示は無効)



指揮調整の改

組織の見直し
・部下は3～ 7人まで
・統一された情報シス

テム、情報ツール

早い決断、早い反応

(誰でも)リーダシッ
プと責任を持つリー

ダになれる

公式コミニケーションと非公式コミニケーション

捺式
ヨミュニケーション
ドorfl、si
C9船いunに3tる凛

公式コミニケーション:

組織図のラインに従つて行われ

るもの

非公式コミニケーションが増える
と情報や

指揮命令系統の混乱が来しや

すくなる

人事口権限田財源に関する依頼
や要求、

資源の追加請求や職務の割り
当て等を

ヲト公式コミニケーションで行うこ

とは禁止

十(電  師
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インシデントコマンドシステムの基本原理

・幹1.現場に指揮命令に関する権限を委譲する
(delegatiOn of authority)

・幹2日組織に関わらず危機管理コ緊急時対応に
おいて基本的な部分を標準化する(lCS組織図)

・幹3日現場活動に対して中央政府、医師会、本
社は後方支援に徹する(Coordinatton)

・幹4.現場そして後方は共通認識図(Common
Operational Picture)を通じた情報を共有

個人に過大な能力を求めない

円滑な災害対応
48

●

　

　

　

　

●

i』MAT
internationalい胡edical Tearn in JhttAT

甚大な災害では外国の支援が必要な場合がある。

各国医師会相互の支援スキームが重要。

本年6月に台湾で発生した粉じん爆発事故では、多
くの重篤な熱傷患者が発生した。

日本医師会は、緊急の医療支援要請を受け、6名
の専門家を台湾に派遣した。

49



台湾粉塵爆発事故 (2015年6月発生)への

医療支援団の派遣

i』MAT協定の構想の下、台湾本年6月に発生した粉塵爆発事故によ
る多くの重度熱傷被害者の診療支援として、台湾医師会の緊急医
療支援要請の下、専門3学会による熱傷治療専門家6名を派遣。

松田直之

名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治
療医学分野

山田祥子

川崎医科大学附属病院救急科日高度救命救急
センター

日下tIS雅

名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治
療医学分野

佐々木淳一

慶應義塾大学医学部救急医学教室

池田弘人

帯京大学医学部救急医学講座

春成伸之

横浜市立大学附属市民総合医療センター高度
救命救急センター

fJMAT協 定の締結

東日本大震災の経験から、民間ベースでの災害時の医療由救護
活動の国際協力を促進するための問MAT協定を7月30日、台北市
において台湾医師会、台湾路竹会と締結。

DL Yoshkake Yokokura tJMA)
DL ChungHChuan Su tTMA〕

DL Yoshttake Yokokura tJMA}
DL Ch卜 Chun Liu tTaiWan Root

Medica:Peace Corps〕
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日本医師会の医療支援活動に対し、
台湾政府から感謝状の贈呈

10月29日に開催された救急災害医療対策委員会の冒頭、今
回の支援活動にも協力し、台湾政府から感謝状を託された坂
本哲也委員(帝京大学医学部主任教授日救命救急センター長)
から石井正三常任理事に手渡された。

All hazard apprcach

原子力災書における安定ヨウ素剤
ガイドライン、ガイドブックの作成

医師会員さミ 民に対する安
定ヨウ素剤の配布における
事前説明会の実施に協力す
る際の参考となるもの。

原子力施設事故時における
安定ヨウ素斉J服用のタイミ
ングや判断のために必要な
情報と入手先等、医師向け
の対応策を解説。

雰〕14年版

原子力飛害|こおtする

服用ガイドブッ♂



295 東 日本大震災ファクトブウク2012年版            2013/9

297 大 規模災害への対応にかかる提言等支援のための研究 一平時 2013/10
の法律の想定を超える「大規模災害の緊急非常事態対処法」め
制定等を一

298 平 時の想定を超える大規模災害時の緊急事態対処法制の在り 2013/10
方について

307 JMAT以降の被災地への継続的な医療支援のあり方に関する研  2014/1
究可MAT I活動の実態把握と課題の検証…

308 災 害時の在宅医療のあり方‐計画停電に関する調査結果を踏ま 2014/4
えて―

312 国 際連合における健康権の視点から観た東日本大震災日原発事 7014/6
故の被災者支援に関する研究

3?4届
品鴛薔聯譜鰐艶蒲欝猶挿掘繍建轟烈生

如14/10
のある『安定ヨウ素剤』の配布コ】R用―

325 原 子力災害に備えた安定ヨウ素剤の事前配布と付随する諸課題 2014/10
-鹿 児島県における安定ヨウ素剤事前配布等の事例報告 一

・インシデントコマンドシステムの普及
一緊急時総合調整システムincident Command
System(lCS)基本ガイドブックの制作

・マスギャザリング対策
―マラソン学会行動マニュアルの日本語訳の制作
と日本における普及

一ボストンマラツン爆弾テ回事件の教訓の2020年東
京オリンピック関係者や災害関係者との共有

一第23回 世界スカウトジャンボリー(山田県)等の
実例への関与



化学デ田対策
・ 2014年 、日本医師会も参画 している厚生科学審議会健康

危機管理部会において、提言をとりまとめ。

・災害発生時、患者が地域の医療機関を受診する可能性が大
きい。専門機関より、迅速かつ正確に、地域医師会への情
報提供が必要。

【提言】 (要約)
1.厚 生労働省は、国・都道府県ぶ鴨蓄する医薬品 (解毒剤等)の 種

類を定める。リスク分散の観点から、複数箇所が望ましい。
2ョ発災から一定時間内に初期投与できる体制を整えるべく、都道府

県に、備蓄 ・配送に関する計画の策定を促す。
3コ医療機関における受入体制の充実、早期の治療開始のための病院

前医療体制の向上に努める。

2014年 度補正予算において整備を計上し、国家備蓄を
決めた。急性中毒に有効な解毒剤を、国内の複数の施設
で保管。今後も必要な予算措置をしていくとみられる 56

陸上自衛隊みちのくアラート2014視察

陸上自衛隊東北方面隊による
震災対処訓練(米国日豪州との
共同含む)。

東日本大震災における災害派
遣活動の教訓を踏まえ、自治
体及び関係機関との連携要領
を演練し、東北方面隊の震災
対処能力の向上を図るとともに、
米軍及び豪州軍との連携確立
の資を獲得する。

写真は、宮城県庁災害対策本部にて撮影。
中央は、陸上自衛隊第6師団長の川崎 朗 陸将。
第6師団は、東北南3県 (山形・雷城・福島)の防衛警備口災害派遣などを任務とし
ているほか、大規模災害発生時には、他方面隊管轄地域に派遣されることになつ
ている。 57



海上自衛隊おおすみ型輸送艦
『くにさき」視察

Crお おすみ」型輸送艦の
3番艦。

・自衛隊の人員、装備、

作戦要旨剤の海上輸送

を主任務とし、災害派
遣、PKO加 藤多種多様
な任務に従事。

。輸送用エアークッション

艇(LCAC)を 2隻搭載。

・速力22ノット(40krY1/h)、

乗員153名 の他、陸自
隊員330名 搭乗可能。

・物資、者料等の搭載口

陸揚げは、岸壁横付け

時は船隊左右のサイド

ドアより、洋上では後部
からエアークッション艇、
飛行甲板から大型ヘリ
により行う。

平成26年 度 民間船舶を活用した医療機能の実証訓練
視察

大規模口広域災害が発生した
場合の災害医療における海か
らのアプローチについて、その
有効性や運用に当たつての課
題を明らかにすることを趣旨
首都直下地震(最大震度7)を
想定
埠頭に停泊する民間船舶(来
年より自衛隊が運用する「はく
おう」)への臨時医療施設の設
置を想定し、船内での医療資
機材の展開、船への患者搬送、
船内での模擬診療を行うととも
に、有識者による点検を実施

車両甲板(2階)で陸上より救
急車が患者搬送、日赤の救護
所(テント)で処置、船室(5階)
で透析の実施など
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